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実施項目及び進行管理について

◆　蓮田市第七次行政改革の実施項目

目標　持続可能な自主自立した基礎的自治体

基本方針１　市民サービスの向上

（１）行政サービスの向上

№1 駅西口再開発ビル内の公益施設の設置 ・・・・・・・・・・ 4 ページ

№2 市税等の納付方法の拡充 ・・・・・・・・・・ 5 ページ

（２）窓口サービスの充実

№3 各種手続きにおける利便性の向上 ・・・・・・・・・・ 6 ページ

№4 窓口接遇の向上 ・・・・・・・・・・ 7 ページ

基本方針２　健全な財政運営

（１）自主財源の確保

№5 収入確保策の推進 ・・・・・・・・・・ 8 ページ

№6 収納率の向上 ・・・・・・・・・・ 9 ページ

№7 未納金等の適正管理 ・・・・・・・・・・ 10 ページ

№8 市有財産の有効活用 ・・・・・・・・・・ 11 ページ

№9 下水道未接続者への加入促進 ・・・・・・・・・・ 12 ページ

№10 各種使用料の見直し ・・・・・・・・・・ 13 ページ

（２）経費の縮減

№11 ゼロ予算事業の推進 ・・・・・・・・・・ 14 ページ

№12 自助努力による委託費の削減 ・・・・・・・・・・ 15 ページ

№13 公共工事の同時施工の推進 ・・・・・・・・・・ 16 ページ

№14 公共施設の節電の推進 ・・・・・・・・・・ 17 ページ

№15 補助金等の見直し ・・・・・・・・・・ 18 ページ

№16 時間外勤務手当の抑制 ・・・・・・・・・・ 19 ページ

№17 特別会計事業の早期推進 ・・・・・・・・・・ 20 ページ

　蓮田市第七次行政改革大綱（以下「大綱」という。）の「6　行政改革の推進項目」に基づき、
33の実施項目を蓮田市第七次行政改革実施計画に位置付けました。なお、計画期間は大綱
に合わせて平成30年度から令和4年度までの5年間とします。
　これらの実施項目について、毎年度の進捗状況を検証し進行管理を行っていきます。
　なお、実施計画（「実績（財政効果等）」欄より上の部分）の内容を変更した場合は、改定し
ます。
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基本方針３　健全で効果的な行政運営

（１）事務・事業の見直し

№18 内部統制制度の構築 ・・・・・・・・・・ 21 ページ

№19 ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 ・・・・・・・・・・ 22 ページ

№20 附属機関等の適正管理 ・・・・・・・・・・ 23 ページ

№21 職員提案制度の充実 ・・・・・・・・・・ 24 ページ

№22
インフラ維持管理の効率的なマネジメントの実施
（第5次総合振興計画　№217）

・・・・・・・・・・ 25 ページ

（２）電子自治体の推進

№23 電子申請の共同利用 ・・・・・・・・・・ 27 ページ

№24 自治体ポイント制度の導入検討 ・・・・・・・・・・ 28 ページ

（３）入札・契約制度改革の推進

№25 適正な入札制度の推進 ・・・・・・・・・・ 29 ページ

№26 多様な契約方式の導入 ・・・・・・・・・・ 30 ページ

（４）組織力の向上

№27 組織機構の見直し ・・・・・・・・・・ 31 ページ

№28
定員適正化の推進
（第5次総合振興計画　№219）

・・・・・・・・・・ 32 ページ

№29 プロジェクト制等の活用 ・・・・・・・・・・ 33 ページ

№30 多様な雇用形態による職員の任用 ・・・・・・・・・・ 34 ページ

№31 人事評価システムの推進 ・・・・・・・・・・ 35 ページ

（５）民間活力の活用

№32 指定管理者制度の適正な活用 ・・・・・・・・・・ 36 ページ

№33 民間委託の検討 ・・・・・・・・・・ 38 ページ
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◆　第七次行政改革実施項目 進行管理表の見方

１　市民サービスの向上
（１）行政サービスの向上

№ 所管課
実施する所管課

を記載

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

○○○

　スケジュールの点線　　　　　で表記しているものは、不確定な部分が含まれていることを示しています。

①実施項目ごとに計画当初に５年間の「内容」、「効果」、「目標（数値等）」を表しています。

②実施項目の「実施内容」及び５年間の「実施スケジュール」を表しています。

③各年度ごとに「実施内容詳細」及び「実績」を表して、進行管理をしていきます。

各年度に実施する内容を詳細に記載する。

具体的な実施項目の名称

内　容 　具体的に取り組む内容を記載

基本方針：

推進項目：

○○ 実施
項目

実　　　　　績 毎年度終了後、決算額や実績件数等を踏まえて実績を記載する。

効　果 　実施に伴う効果を記載

目標（数値等) 　各年度又は計画期間5年間の目標を記載

実施内容
実施スケジュール

○○○○○

○○○○○

実績（財政効果等）

令
和
4
年
度

実施内容詳細

①

②

③

○○○

○○○
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１　市民サービスの向上

（１）行政サービスの向上

№ 所管課

庶務課
市民課

子ども支援課
総合窓口管理課

関係各課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

- - - - -

第七次行政改革実施項目　進行管理表

駅西口再開発ビル内の公益施設の設置
実施
項目

　駅西口再開発ビル内に設置予定の公益施設について、さらなる市民サービスの向上
を目指し、業務内容等の検討を行う。

1

基本方針：

推進項目：

内　容

効　果

子育てエリアにおける子育て
世代包括支援センター等の
設置

実績（財政効果等）

事業終了

令
和
4
年
度

　現在、駅西口連絡所において実施している取扱業務等を拡大することにより、市民
サービスの向上が図られる。

・市民サービスの向上が図れるように公益施設の設置を目指す。
・子育て世代包括支援センター等を設置し、子育て関係の各種サービスの充実を図る。

実施内容
実施スケジュール

業務内容等の検討

開設準備

目標（数値等)

実施内容詳細

実　　　　　績

検討 必要に応じ再検討

開設準備

調査・検討 開設準備

開設

開設

完了

完了

完了
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１　市民サービスの向上

（１）行政サービスの向上

№ 所管課 収納課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

-

地方税共通納
税システム、ス
マートフォンによ
る納付の導入

地方税共通納
税システム、ス
マートフォンによ
る納付の運用・

周知の徹底

地方税共通納
税システム、ス
マートフォンによ
る納付の運用・

周知の徹底

地方税共通納
税システム、ス
マートフォンによ
る納付の運用・

周知の徹底

    ※1…マルチペイメントネットワーク

    ※2…ペイジー

各種公共料金や税金、企業への代金などの支払いについて、利用者の利便性の向上を図るために、収納企業や
公共団体、官公庁と金融機関との間を結ぶネットワークのこと。

税金や公共料金、各種料金などの支払いを、金融機関の窓口やコンビニエンスストアのレジに並ぶことなく、
パソコンやスマートフォン・携帯電話、ATMから支払うことができるサービスをいう。

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

2 実施
項目 市税等の納付方法の拡充

実績（財政効果等）

内　容 　クレジット収納、マルチペイメントネットワーク
※1

等、納税者のニーズに対応した様々な
納付方法の導入を検討し、収納機会の拡充を図る。

効　果
　納付者へのサービスの向上及び、新たな納付機会の拡充により、収納率がさらに向
上する。

目標（数値等)

実　　　　　績

・地方税共通納税システムの税目拡大に向け、システム改修や運用方法等の検討を
行いました。地方税共通納税システムを利用した納付件数は10,977件でした。
・自宅に居ながら、スマートフォンによる納付が可能なスマホアプリ収納を案内するとと
もに、アプリの種類の拡大に向け、事業者との協議を行いました。

令
和
4
年
度

　新たな納付方法の導入

実施内容
実施スケジュール

納付方法の拡充

実施内容詳細

・地方税共通納税システムの運用・普及を引き続き推進していきます。
・コロナ禍においても自宅等にて安全かつ簡単に納付が出来るスマホアプリ収納を普
及させるべくPRを行っていきます。
・導入に高額な費用のかかる割に利用者が少ないペイジーやクレジットカード公金決済
については、先行導入団体の動向を注視し、検討していきます。

調査・検討

調査・研究

電子納税の実施
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１　市民サービスの向上

（２）窓口サービスの充実

№ 所管課

市民課
子ども支援課

保育課
関係各課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

- - - - -

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

3 実施
項目 各種手続きにおける利便性の向上

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容

　マイナンバーカードの独自利用とマイナンバーカードを活用したインターネットサービ
ス「マイナポータル」を利用したサービスについて充実を図る。
　また、パスポートやマイナンバーカードの申請時に必要な自動証明写真機を設置する
ことで、利便性の向上を図り、発行の促進につなげる。

効　果
　各種届出・申請等の事務手続きにおける市民の負担が軽減され、利便性が向上す
る。

目標（数値等)
・「マイナポータル」を利用した情報提供サービスの実施
・自動証明写真機の設置

実施内容
実施スケジュール

「マイナポータル」を利用した
情報提供サービスについての
検討・導入

自動証明写真機の設置

実施内容詳細

・令和4年3月末時点での交付率は41.3パーセントです。今後も引き続き申請は増加傾
向にあるため、円滑に交付できるよう申請手続の支援をしていきます。
・住民票等のコンビニ交付の円滑な実施に向けて、体制を整え確実に運用を開始して
いきます。
引き続き、利用しやすい情報提供サービスの研究を行い、利用者の利便性の向上に努
めていきます。
・マイナンバーカードの取得率が増えていることから、引き続きカードの活用方法の拡
大等の周知に努めます。

実　　　　　績

・令和5年3月末時点での交付率は65.7パーセントです。
・令和4年7月から年度末にかけて、マイナンバーカードの申請サポートを本庁舎と駅西
口行政センターで行いました。実績は3,523件でした。
・令和5年2月よりコンビニ交付サービスが開始となり、住民票、印鑑登録証明書、課税
証明書、所得証明書が発行可能となりました。
・令和5年2月よりマイナンバーカードを利用した転出届・転入（転居）ワンストップサービ
スが開始となりました。
・マイナポータルのぴったりサービスが令和5年度から開始されるため、対象となる児童
手当や児童扶養手当、妊娠届出のサービスについて、準備を進めました。

実施

調査・検討 実施
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１　市民サービスの向上

（２）窓口サービスの充実

№ 所管課
秘書課

関係各課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

接遇研修等の
実施

延べ37人派遣

接遇研修等の
実施

延べ39人派遣

接遇研修等の
実施

延べ15人派遣
(24人DVD研修

実施)

接遇研修の実
施

延べ87人

接遇研修の実
施

延べ35人

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

4 実施
項目 窓口接遇の向上

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容
　職場内研修（OJT）の推進や職場外研修（OFFJT）の参加を通じて、市職員としての意
識改革を図り、接遇・資質の向上を目指す。さらに、庁内各課の連絡・調整を強化し、窓
口サービスの充実を図る。

効　果
　全体の奉仕者であることを再認識することで、市民の立場に立った心配りの効いた
サービスの提供につながり、市民満足度の向上が図られる。

目標（数値等) 　研修参加者数　5年間で170人

実施内容
実施スケジュール

研修機会の充実

実施内容詳細
・引き続き、新採用職員を対象とした接遇研修や彩の国さいたま人づくり広域連合主催
研修、三市一町共同研修会主催研修を通して、職員の接遇能力の向上及び意識改革
に取り組みます。

実　　　　　績

・内部研修として、新採用職員研修において、職員17人に対して接遇研修を実施しまし
た。
・彩の国さいたま人づくり広域連合主催の新採用職員研修に職員17人を派遣し接遇研
修を実施したほか、階層別選択研修のハードクレーム対応研修に職員1人を派遣しまし
た。

実施
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２　健全な財政運営

（１）自主財源の確保

№ 所管課
政策調整課
関係各課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

広告等収入
6,020千円

ふるさと納税
8,738千円

広告等収入
5,835千円

ふるさと納税
9,249千円

広告等収入
5,720千円

ふるさと納税
3,772千円

広告等収入
2,454千円

ふるさと納税
4,252千円

広告等収入
5,892千円

ふるさと納税
13,608千円

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

5 実施
項目 収入確保策の推進

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容 　広告収入やふるさと納税の推進及び新たな収入確保策について検討する。

効　果
　自主財源の確保に寄与し、健全な財政運営につながる。また、ふるさと納税の推進に
より、蓮田市のPRや地場産業の活性化が図られる。

目標（数値等)
・広告収入      年間   5,000千円
・ふるさと納税  年間  10,000千円

実施内容
実施スケジュール

広告収入の拡充

ふるさと納税の推進

新たな収入確保策の検討

実施内容詳細

・「広報はすだ」の有料広告、「市ホームページ」のバナー広告等をPRし、収入の増加を
図ります。
・ふるさと納税については、適正な運営を図るとともに、新たな返礼品の開拓をします。
・企業版ふるさと納税を活用して収入増を図ります。

実　　　　　績

・ふるさと納税：16,252千円（財政効果（歳入－歳出）：8,621千円）
・新たな返礼品として、埼玉・蓮田名物 島田造りざるうどん、キウイフルーツ (グリーン)
不揃い、「絹雲」ボックスティッシュ、有機イチジクと有機アプリコットのマクロビクッキー、
有機キヌアのマクロビクッキーが加わりました。
・企業版ふるさと納税：5,000千円（財政効果（歳入－歳出）：4,987千円）
・広報はすだ 3,160千円　　・バナー広告850千円
・LINEスタンプ 2千円　　・健康カレンダー 810千円
・電子掲示板 314千円　　・庁舎案内図 441千円　　・証明写真 297千円
・市民活動ひろばリソグラフ印刷代 18千円

研究・実施

研究・導入

研究・実施
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２　健全な財政運営

（１）自主財源の確保

№ 所管課 収納課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

平成29年度比
0.31ポイント増
収納率97.32％

平成29年度比
0.65ポイント増
収納率97.66％

平成29年度比
0.89ポイント増
収納率97.90％

平成29年度比
1.11ポイント増
収納率98.12％

平成29年度比
1.28ポイント増
収納率98.29％

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

6 実施
項目 収納率の向上

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容 　市税等の滞納整理を適正に行い、納税環境の整備を進め、収納率の向上に努める。

効　果
　滞納整理の強化、早期納付勧奨や新たな納付機会を拡充することにより、収納率の
向上が図られる。

目標（数値等) 　令和4年度　平成29年度比1.0ポイント増

実施内容
実施スケジュール

収納率の向上

実施内容詳細

・現年納付対策：口座振替加入促進、現年催告書送付、管理職臨宅納付勧奨を実施し
ます。
・過年度納付対策：給与差押・債権差押及び不動産公売を実施します。
・職員の能力向上：県個人県民税対策課へ派遣（9月～11月）します。
・新たな納税機会の拡充：令和元年10月より運用開始となった地方税共通納税システ
ム（市県民税の特別徴収と法人市民税の電子納税）の推進普及をします。

実　　　　　績

・現年納付対策として、口座振替加入促進、現年催告書送付を実施し、現年収納率
99.46％（前年度比0.02ポイント減）となりました。
・過年度納付対策として、給与差押・債権差押・不動産公売を実施し、過年度含む収納
率98.29％（前年度比0.17ポイント増）となりました。
・職員の能力向上として、県個人県民税対策課へ派遣を行いました。
・新たな納税機会の向上として、地方税共通納税システム（市県民税の特別徴収と法
人市民税の電子納税）の運用を推進しました。

実施
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２　健全な財政運営

（１）自主財源の確保

№ 所管課
下水道課

子ども支援課
保育課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

・公共下水道受
益者負担金

18千円
・農業集落排水

施設使用料
1,268千円

・入学準備貸付
金返還金
221千円

・未納保育料
98千円

・公共下水道受
益者負担金

49千円
・農業集落排水

施設使用料
1,070千円

入学準備貸付金
返還金

1,173千円
・未納保育料

891.6千円

・公共下水道受
益者負担金

59千円
・農業集落排水

施設使用料
1,855千円

・入学準備貸付
金返還金
420千円

・未納保育料
188千円

・公共下水道受
益者負担金

326千円
・農業集落排水

施設使用料
1,474千円

・入学準備金貸
付金返還金

468千円
・未納保育料

242千円

・公共下水道受
益者負担金

0千円
・農業集落排水

施設使用料
773千円

・入学準備金貸
付金返還金

129千円
・未納保育料

179千円

内　容
　下水道事業の受益者負担金や入学準備貸付金返還金、保育料など、未納金の適正な
管理を行う。

効　果
　それぞれ徴収に係るノウハウ等の情報共有化を図ることで、適正な管理を行うことがで
きる。

目標（数値等)
・公共下水道事業の受益者負担金、農業集落排水事業の使用料　年間収納額　176千円
・入学準備貸付金返還金未納金　年間収納額　100千円
・滞納繰越分保育料　年間収納額　100千円

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

7 実施
項目 未納金等の適正管理

・受益者分担金、農業集落排水施設使用料等の未納者に対しては、督促等の文書による
通知のほか、個別訪問も行うなどで納付勧奨を実施します。
・引き続き、入学準備金貸付金返還金の未納者及び連帯保証人に対して、督促及び個別
訪問による納付勧奨を実施することで、未納金の解消に努めます。
・引き続き、保育料未納者に対し、文書での督促や催告に加え、電話での納付勧奨を実施
することで、納付意識の向上を図ります。

実　　　　　績

・督促および個別訪問による納付勧奨の実施などで、過年度分の未納金について農業集
落排水施設使用料772,380円を収納することができました。
・入学準備貸付金返還金の過年度未納金について、8月及び1月に本人及び連帯保証人
に対して督促を行った結果、令和5年4月1日現在で129,000円の返還がありました。
・毎月保育料未納者に対して督促状を送付し、10月に催告書を送付しました。その結果、
過年度未納分について179,030円の支払いがありました。

実施内容
実施スケジュール

下水道事業・農業集落排水
事業未納金の収納強化

入学準備貸付金返還金の未
納金の収納強化

保育料未納金の収納強化

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

実施内容詳細

実施

実施

実施
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２　健全な財政運営

（１）自主財源の確保

№ 所管課
庶務課
道路課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

14,201,448円 26,861,062円 11,658,450円 9,436,610円 63,666,004円

内　容
　未利用地の売払いや貸付、廃道路等の払下げ、公共施設等の飲料自動販売機の貸
付等、市有財産の有効活用を推進する。

効　果 　歳入の確保及び維持管理にかかる経費の削減を図ることができる。

目標（数値等)
・自動販売機や未利用地の貸付及び市有財産の有効活用等で年間収入額　1,000万円
以上
・廃道路等の払い下げについては、5年間の合計収入額　23,000千円

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

8 実施
項目 市有財産の有効活用

実施内容詳細

・自動販売機設置場所の貸付、椿山駐車場の貸付を引き続き実施するほか市有地の
使用料等を見込んでいます。
・令和4年1月27日、8月9日に公有財産処分審議会で承認が得られた法定外公共物の
払下げ契約を行います。

実　　　　　績

実施内容
実施スケジュール

未利用地の払下げ

未利用市有地、公共施設等
市有財産の有効活用

廃道路等の払下げ

・自動販売機の貸付料　8,089,968円の収入
・庁舎案内図等表示板設置使用料等　441,456円の収入
・自動証明写真機設置使用料等　297,136円の収入
・公有財産処分審議会諮問　4件
・土地売却収入は、54,837,444円（法定外公共物払下げ3件）でした。
・令和4年度に開催した公有財産処分審議会にて払下げの承認を得た大字黒浜地内及
び大字根金地内の法定外公共物の売買契約については、令和5年度に契約締結を予
定しています。

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

調査・検討・実施

調査・検討・実施

検討・実施
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２　健全な財政運営

（１）自主財源の確保

№ 所管課 下水道課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

水洗化率92.8％ 水洗化率93.1％ 水洗化率91.9％ 水洗化率93.2％ 水洗化率93.2％

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

9 実施
項目 下水道未接続者への加入促進

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容
　未接続世帯へポスティング等の啓発活動により、公共下水道未接続世帯の解消を目
指し、経営健全化を図る。

効　果
　下水道の整備された地域の水洗化を促進することで、使用料の増収が見込まれ、健
全な下水道事業の経営が図られる。

目標（数値等) 　令和4年度 公共下水道水洗化率 94％　（平成28年度末現在　93.4％）

実施内容
実施スケジュール

水洗化の推進

未接続世帯への啓発

実施内容詳細
・浄化槽台帳等を活用しながら、公共下水道未接続者に対して個別通知による接続勧
奨を行うとともに、市ホームページ、広報紙等を活用した啓発を実施します。

実　　　　　績
・未接続者への接続勧奨の通知を年間計124件送付するなどの啓発を継続的に行い、
水洗化世帯数は令和3年度末時点で19,340世帯から、令和4年度末には19,541世帯と、
201世帯の増加となりました。

研究・実施

調査・実施
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２　健全な財政運営

（１）自主財源の確保

№ 所管課

政策調整課
社会教育課

文化スポーツ課
関係各課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

- - - - -

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

10 実施
項目 各種使用料の見直し

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容
　社会情勢の変動をとらえ、消費税の適正な転嫁についても検証しながら、施設や事業
の健全な運営を目指し、必要に応じて見直しを行う。
　受益者負担の適正化の視点から、施設の利用にあたり、有料化を検討する。

効　果 　受益と負担の公平性が図られる。

目標（数値等) 　受益者負担の適正化

実施内容
実施スケジュール

公共料金の見直し

施設利用の有料化

実施内容詳細

・各公共施設と調整を図りながら、使用料の見直し及び利用者の利便性向上につい
て、検討していきます。中央公民館は、令和6年度の駐車場有料化に向けて、市営駐車
場整備調査測量設計等業務委託を予定しており、周辺の駐車料金の状況調査も併せ
て行います。
・学校施設開放の受益者負担や黒浜西中学校の夜間照明施設の有料化について、貸
出施設自体の改修が必要なものもあるので、所管課とともに導入の工程を構築しま
す。
・下水道事業経営戦略をベースに、施設の更新や長寿命化などを含めた中長期の資
本費を見込んだ経営試算の策定に着手しました。
　今後はそれを適正な使用料金の検討のための基礎資料とします。

実　　　　　績

・社会教育課にて蓮田市市営駐車場整備調査測量設計等業務委託の中で、有料化に
向けて周辺の駐車料金の状況調査等を行い、民間企業等の参考データを得ました。
・学校開放施設や黒浜西中学校の照明の修繕等再整備について、所管課と協議しまし
た。
・現状で確認できる範囲で、企業債の償還状況や減価償却費の推移などを分析し、下
水道事業の将来における経営状況をシミュレーションすることで、収支ギャップを把握し
ました。

調査・研究・検討・実施

調査・研究・検討

実施
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２　健全な財政運営

（２）経費の縮減

№ 所管課
政策調整課
関係各課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

・窓口封筒（物
納180千円）
・図書館雑誌ス
ポンサー制度
（物納29千円）

・窓口封筒（物
納180千円）
・図書館雑誌ス
ポンサー制度
（物納29千円）

・窓口封筒（物
納180千円）

・図書館雑誌ス
ポンサー制度
（物納29千円）

・窓口封筒（物
納180千円）

・図書館雑誌ス
ポンサー制度
（物納32千円）

・窓口封筒（物
納180千円）

・図書館雑誌ス
ポンサー制度
（物納90千円）

内　容
　市民や団体・企業との協働・連携や職員の技術・知識・ノウハウ及び既存の市有財産
等の活用を推進し、経費を掛けずに市民サービスの向上を図る。

効　果 　官民協働事業等の推進により、経費の削減が図られる。

目標（数値等) 　作成経費等のゼロ予算化

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

11 実施
項目 ゼロ予算事業の推進

・広報はすだを電子媒体（マイ広報紙、マチイロ、ちいき本棚、ブックシェルフ埼玉）へ無
料で掲載。
・商工会と協働事業ではすだ市民便利帳を8,000部発行し、転入したかたなどに配布し
ました。
・図書館雑誌スポンサー制度により、年間3者から8誌56冊が無料で提供されました。
（令和4年度実績：90,441円が無料）。
・広告会社に依頼し、有料広告窓口封筒を無料で作成しました。
・令和4年11月16日に相互が連携し、地域社会の発展を図るため、「蓮田市と住友生命
保険相互会社との包括連携協定」を締結し、各連携先との取り組みメニューや連絡先
を確認しました。
・子育てガイドブックについて、民間事業者と連携し広告収入のみにより、10月に令和4
年度版を発行しました。5,900部発行し、保育園や幼稚園、公共施設などに配布しまし
た。

実施内容
実施スケジュール

新たな事業の検討

経費削減事業の推進

実施内容詳細

・包括連携協定を活用し、各種事業のチラシ作成や講師派遣等経費のゼロ予算化を目
指し、官民連携・協働のまちづくりを進めます。
・官民協働事業等の推進により、作成経費等の新たなゼロ予算化を目指します。
・子育てガイドブックについては、令和４年度版を作成し、最新情報を提供できるよう努
めます。

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

実　　　　　績

研究・実施

調査・研究
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２　健全な財政運営

（２）経費の縮減

№ 所管課 建築指導課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,512千円削減 4,785千円削減 1,568千円削減 4,468千円削減 4,440千円削減

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

12 実施
項目 自助努力による委託費の削減

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容

①公共建築物の工事の設計や監理などについて、外部委託せずにできる限り職員が
行うことにより、委託費の削減を図るとともに、職員の専門的知識・能力の向上を図り、
人材育成につなげる。
②建築基準法の規定に基づき定期報告が必要な公共施設の調査・報告について、外
部委託せずに職員が行う。

効　果 　委託費の削減及び職員の能力の向上が図られる。

目標（数値等) 　令和4年度までの経費削減見込合計額　5,000千円

実施内容
実施スケジュール

自主設計・監理

定期報告

実施内容詳細

外部委託せず、職員が行うことにより、4,440千円の削減を図ります。
①工事監理3件（平野小学校校舎屋上防水及び外壁改修工事（1,000千円）、黒浜北小
学校校舎トイレ改修工事（2,000千円）、黒浜西中学校体育館屋根、外壁及び照明器具
改修工事（1,000千円））
②定期報告1棟（中央公民館（440千円））

実　　　　　績

外部委託せず、職員が行うことにより、4,440千円の削減を図りました。
①工事監理3件（平野小学校校舎屋上防水及び外壁改修工事（1,000千円）、黒浜北小
学校校舎トイレ改修工事（2,000千円）、黒浜西中学校体育館屋根、外壁及び照明器具
改修工事（1,000千円））
②定期報告1棟（中央公民館（440千円））

実施

実施
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２　健全な財政運営

（２）経費の縮減

№ 所管課
道路課

関係各課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

31,720千円 29,152千円 47,255千円 15,632千円 21,683千円

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

13 実施
項目 公共工事の同時施工の推進

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容
　道路築造工事と埋設物設置工事について、ガス会社等民間事業者を含め協議し、調
整することにより、極力一体的に進めコストの削減を図る。

効　果
　民間事業者を含め、工事計画を提示し調整することにより、区間や時期が重複する工
事については二重の工事を防ぐことができ、経費の削減につながる。

目標（数値等) 　年間経費削減見込額　56,000千円

実施内容
実施スケジュール

道路占用調整会議の開催

工事内容及び工事時期の協
議・調整

実施内容詳細

・綾瀬地区で下水工事の予定があるため、老朽管更新工事に伴う舗装本復旧時期の
調整を図ります。
・埼玉県が今年度から蓮田駅東口黒浜線の一部道路整備工事に着手する予定である
ため、引き続き情報交換を行い、今後の工事スケジュール等の調整を図ります。
・舗装修繕が必要な箇所とガス管敷設等占用工事が重ならないように、施工時期を調
整するため、6月10日に庁内8課、道路占用者10者で占用調整会議の実施を予定して
います。施工時期を調整することで、コストの縮減を図ります。

実　　　　　績

・綾瀬地区における舗装本復旧工事については、下水道課所管の綾瀬地区マンホール
蓋交換工事と調整を行い、工事が完了しました。
・蓮田駅東口黒浜線の道路整備事業については、円滑に配水管布設工事に着手でき
るように、杉戸県土整備事務所へ事業の進捗状況と今後の予定について確認を行って
います。
・舗装修繕が必要な箇所と占用工事が重ならないように施工時期を調整するため、6月
10日に庁内8課、道路占用者10者による占用調整会議を書面にて実施しました。会議
後、占用工事計画と工事等予定箇所を参加者で共有することで、コストの縮減に努め
ました。

調査・調整・実施

情報の共有
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２　健全な財政運営

（２）経費の縮減

№ 所管課
庶務課

関係各課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

平成22年度比
△2.0％

平成22年度比
△4.8％

平成22年度比
△5.4％

平成22年度比
△3.3％

平成22年度比
4.9％

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

14 実施
項目 公共施設の節電の推進

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容
　小・中学校施設以外の公共施設についても、電力小売事業者の導入を検討する。ま
た、公共施設のLED化についても検討を行う。

効　果 　電気使用量・維持管理コストの削減を図ることにより、経費の縮減につながる。

目標（数値等)
・原発事故発生の平成22年度比25％以上の年間使用電力の削減。
・令和4年度までに公共施設の全面LED化を目指す。

実施内容
実施スケジュール

電力小売事業者の導入

公共施設のＬＥＤ化の推進

実施内容詳細

・6月1日から10月31日までの期間を重点実施期間と位置づけ、節電対策の実施を継続
します。
・西棟以外の本庁舎、現業・倉庫棟などのＬＥＤ化を進めるため、先行市などから情報
収集を行いＬＥＤ化が具体的に行っていけるよう検討していきます。

実　　　　　績

・節電対策のため6月1日から10月31日を重点実施期間と位置づけ、節電対策を実施し
ました。
・庁舎の照明器具のLED化については、宮代町が庁舎の照明器具をリース契約にて
LED化したため、2月16日に視察を行いました。

調査・検討 実施・分析

調査・研究

検討・実施
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２　健全な財政運営

（２）経費の縮減

№ 所管課
政策調整課
関係各課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

　

・新規　6件
・変更　16件

・新規8件
・変更6件
・廃止1件

・新規13件
・変更5件
・廃止2件

・新規14件
・変更17件
・廃止1件

・新規16件
・変更24件
・廃止0件

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

15 実施
項目 補助金等の見直し

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容
　社会性・公益性を見極め、有効性を考慮しながら、事業実施団体等の収支状況等を
検証するなど、適正な実施に努める。

効　果
　施策目的を効率的に実現するための有効な手段として、また行政の補完的役割を担
うなど、様々な分野において補助金等は大きな役割を果たしている。限られた財源を有
効的に活用することにより、効果的な行政運営が図られる。

目標（数値等) 　補助金等の適正な管理と有効な活用

実施内容
実施スケジュール

補助金等の適正な執行管理

補助金等のあり方の検証

実施内容詳細
・補助金等検討会議を活用し、補助金等の新設・改廃について適正管理を行います。
・コロナウイルス感染症関連の補助金については、補助制度の内容を速やかに精査
し、補助金の適正交付ができるよう努めていきます。

実　　　　　績
・補助金検討会議を9回開催し、40件（新規16件、変更24件、廃止0件）について審議
し、適正な管理を行いました。そのうち、令和4年度末で、廃止日が到来した要綱は7件
でした。

補助金等検討委員会の活用

調査・研究・検討

-18-



２　健全な財政運営

（２）経費の縮減

№ 所管課
秘書課
全課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

平成29年度比
2,239千円増

平成29年度比
29,875千円増

平成29年度比
1,300千円減

平成29年度比
5,817千円減

平成29年度比
23,457千円増

内　容
　職員の時間外勤務状況を確認し、業務の適切な配分や職員の健康管理に十分配慮
するとともに、職員の意識改革に努めることで、時間外勤務の適正な執行管理と抑制を
図る。

効　果
　時間外勤務を削減することにより、職員のワークライフバランス（仕事と生活の調和）
の向上が図られる。

目標（数値等) 　時間外勤務手当の抑制（平成29年度を基準）

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

16 実施
項目 時間外勤務手当の抑制

実施内容詳細

・毎週水曜日のノー残業デーを引き続き実施し、端末機器の使用制限を行います。
・時間外勤務の多い所属には所属長にヒアリングを行い、状況の確認と改善方法の検
討を行います。
・出退勤システムを活用して職員の正確な勤務状況を把握するとともに、時間外勤務の
適正な執行管理を行います。水道課・下水道課を除く庁外職員については、引き続き
出退勤記録簿を活用して勤務状況を把握し、業務配分の見直し等を図っていきます。

実　　　　　績

実施内容
実施スケジュール

ノー残業デーの徹底

職員の意識改革の推進

適正な人員配置の検討

・毎週水曜日をノー残業デーとし、端末機器の使用を18：00までに制限しました。
・毎月、庁内掲示板を利用して時間外勤務状況を通知し、なかでも月45時間を超えた
職員のいる部署については所属名を掲示板で公開するとともに、所属長に業務改善を
求めました。
・出退勤システム及び出退勤記録簿を活用し職員の出退勤状況の確認を行ったうえ
で、必要に応じて所属長に業務改善等を促しました。

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

実施

実施

実施
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２　健全な財政運営

（２）経費の縮減

№ 所管課 都市計画課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

-
再開発ビル工事
進捗率 約70％

再開発ビル工事
進捗率 100％

駅前広場、道路
等の管理移管

終了

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

17 実施
項目 特別会計事業の早期推進

実績（財政効果等）

内　容 　蓮田駅西口再開発事業の早期完了を目指す。

効　果
　蓮田駅西口再開発事業の完了に向けた早期推進により、人件費等の事業関係費の
縮減が図られる。

目標（数値等) 　令和3年度までの完了を目指す。

実施内容
実施スケジュール

西口再開発事業

実　　　　　績

令
和
４
年
度

事業終了実施内容詳細

設計

実施

再開発ビル工事
緑地
整備
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３　健全で効果的な行政運営

（１）事務・事業の見直し

№ 所管課
政策調整課

全課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

- - - - -

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

18 実施
項目 内部統制制度の構築

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容
　事務の適正化を確保するため、事業活動に関わる法令等を遵守し、行政サービスの
提供等の事務上のリスクを評価及びコントロールする内部統制の体制や仕組みを構築
する。

効　果
　市民との信頼関係を構築し、効果的でかつ質の高い公共サービスの提供につなげ
る。

目標（数値等) 　令和元年度までに制度を構築し、令和3年度からの評価実施を目指す。

実施内容
実施スケジュール

内部統制制度の構築・実施

職員のコンプライアンス意識
の向上

実施内容詳細
　先進事例の状況等を調査・研究し、ガイドラインや近隣市町の動向を注視しながら、
制度の情報収集を行います。

実　　　　　績

・制度の情報収集を行いましたところ、県内で導入予定のある団体は上尾市のみで、現
状の執務実施体制で十分に実質的な内部統制が機能していること、市町村は努力義
務となっていること等から現時点では導入しないこととしました。
・10月27日に、コンプライアンスの正しい理解を深め、健全な自治体経営を継続する意
識とハラスメント排除の意識の醸成を図るため、令和4年度蓮田市職員コンプライアン
ス・ハラスメント研修を開催し、職員の内部統制に関する意識向上を図りました。
・彩の国さいたま人づくり広域連合主催の選択研修「リスクマネジメント研修」に参加し、
内部統制制度を踏まえた組織におけるリスクマネジメントの手法について学びました。

実施・検証調査・研究・構築

研修等の実施
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３　健全で効果的な行政運営

（１）事務・事業の見直し

№ 所管課
政策調整課

全課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

- - - - -

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

19 実施
項目 PDCAサイクルによる進行管理

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容
　主要な事業について、PDCAサイクルによる進行管理を行い、事務・事業の改善を図
りながら着実な推進を目指す。

効　果
　蓮田市総合振興計画3か年実施計画と連動し、PDCAサイクルによる進行管理を実施
していくことにより、第5次総合振興計画に掲げた事業が着実に推進できる。

目標（数値等)
　主要な事業の着実な推進を目指す。（第5次総合振興計画の成果指標の達成を目指
す。）

実施内容
実施スケジュール

３か年実施計画との連動

事務・事業の見直し

実施内容詳細
　第5次総合振興計画進行管理シートや所管事業管理評価表により、PDCAサイクルに
よる事務・事業・施策の進行管理を行います。また、進行管理シートについては、総合
振興計画審議会にて行政評価を行い、公表をしています。

実　　　　　績

・7月28日に総合振興計画審議会を開催し、第５次総合振興計画に掲げた225の主要
事業について、PDCAサイクルによる進行管理を行いました。その結果を市公式ホーム
ページにて公表しました。
・所管事業管理評価表及びヒアリングにより、各事業の進行管理を実施しました。
・第5次総合振興計画の見直しの中で、7事業を終了と位置付けました。

システムの構築 実施

評価・改善

見直し・実施

見直し・実施

見直し・実施
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３　健全で効果的な行政運営

（１）事務・事業の見直し

№ 所管課
政策調整課
関係各課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

協議件数　9件 協議件数　2件 協議件数　4件 協議件数　4件 協議件数　2件

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

20 実施
項目 附属機関等の適正管理

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容
　委嘱状況や活動状況等の実態を把握し、必要に応じて廃止・統合等の見直しを行
い、附属機関等の肥大化を防ぎ効率的な運営を図る。

効　果
　蓮田市附属機関等の管理に関する要綱、蓮田市附属機関等の会議の公開に関する
要綱、蓮田市附属機関等の委員の公募実施要領に基づき、適正な管理を行うことによ
り、行政過程の透明性や公正の確保が図られる。

目標（数値等) 　適正管理に関する協議件数の減

実施内容
実施スケジュール

附属機関の活動状況等の把
握

要綱に基づく、適正管理の徹
底

実施内容詳細
　附属機関等の委員の委嘱状況や会議開催状況等について、蓮田市附属機関等の管
理に関する要綱に基づき適正に管理するとともに、適正ではない運用もあったため要
綱の周知に努めます。

実　　　　　績
　定期的（毎年7月1日）な照会・報告を通じて、附属機関の適正な管理を促しました。管
理要綱第7条（新規・統合・廃止・10年超・重複等）による協議について、2件の協議があ
り、ともに承認しました。

協議・指導

定期報告の実施
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３　健全で効果的な行政運営

（１）事務・事業の見直し

№ 所管課 政策調整課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

提案7件（うち、
採用4件）

提案4件（うち、
採用0件）

提案1件（うち、
採用0件）

提案21件（うち、
採用10件）

提案9件（うち、
採用2件）

内　容
　職員から事務改善等に関する提案を広く求め、それらを施策に活かして事務効率の
改善を図る。

効　果
　市政運営への職員の参画意欲の高揚や資質の向上が図られ、職場環境の活性化や
市民サービスの向上につながる。

目標（数値等) 　職員提案件数　年間　5件以上

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

21 実施
項目 職員提案制度の充実

実施スケジュール

提案の有効的な活用

実施内容詳細
　職員提案がしやすくなるよう、職場環境づくりや職員の意識付けを促し、職員提案制
度の充実を図るとともに、採用案件の実現に向けて進行管理を行います。

実　　　　　績

・「事務事業の改善策」というテーマを掲げ、7月に職員提案を募集し若手職員を中心に
9件（13人）の提案がありました。
・10月12日に行政改革推進本部会議を開催し、審査の結果2件が採用されました。
・採用案件の実現に向けた対応を図り、「カウンターの番号表示及び外国語案内につい
て」と「star officeで公用車の予約を可能にする」が実現しました。

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

実施内容

職員提案制度の周知・提案事案の検討

実施
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３　健全で効果的な行政運営

（１）事務・事業の見直し

№ 所管課
庶務課

関係各課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

- - - - -

内　容

　蓮田市公共施設等総合管理計画に基づき、今後の財政負担や将来の人口動向を見
据え、市民ニーズを的確にとらえながら総合的かつ計画的な公共施設の維持管理を行
う。この行動計画の基本方針に基づいた個別施設計画を庁内横断的な組織体制により
令和2年度までに策定する。

効　果
　総合的な施設管理計画の基本方針に基づいた個別施設計画に沿って計画的にイン
フラ老朽化対策を推進することにより、安全性の向上と効率的な維持管理が図られる。

目標（数値等)
・令和2年度までに個別施設計画を策定する。
・令和4年度までに農業集落排水処理施設の更新に着手する。

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

22 実施
項目

インフラ維持管理の効率的なマネジメン
トの実施

実施内容
実施スケジュール

舗装修繕

橋りょう修繕

下水道施設の更新
（農業集落排水処理施設）

管路耐震化工事

個別実施計画策定

実績（財政効果等）

診断・計画 調査・準備

調査・研究 検討 計画策定

舗装修繕工事

橋梁定期点検・点検結果に基づく橋梁修繕

実施

実施
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実施内容詳細

・蓮田市公共施設等総合管理計画及び蓮田市公共施設個別施設計画が計画通り運用
が行えるよう、引き続き各関係課と連携を図り、進行管理を行っていきます。
・5路線（市道55号線、市道1273号線、市道5号線、市道510号線、市道1109号線）の老
朽管更新工事を実施し、耐震化を図ります。
･令和2年度に策定した蓮田市立小中学校施設長寿命化計画に基づき、黒浜小学校給
食棟改築工事設計委託を実施します。
・橋りょう点検を行います。（跨高速道路橋：宿浦橋、椿山橋、御林橋、桜ヶ丘橋の４橋）
・橋りょう点検において健全度Ⅲと判定された八幡橋の架け替えに向けた基本設計を行
います。

実　　　　　績

・蓮田市公共施設等総合管理計画及び蓮田市公共施設個別施設計画が計画通り運用
が行えるよう、各関係課と連携を図り、改修の実績状況の集約など進行管理を行いまし
た。
・老朽化対策として現業倉庫棟の屋根外壁の改修工事を実施しました。
・重要管路を含む市内4路線の老朽管更新工事を実施し、耐震化を図りました。
　①市道55号線の配水管（口径75㎜～400mm、延長約350m）
　②市道1273号線外の配水管（口径75㎜～150㎜、延長約570m）
　③市道5号線外の配水管（口径75㎜～150㎜、延長約360ｍ）
　④市道1109号線外の配水管（口径75㎜～100㎜、延長約450ｍ）
・黒浜小学校給食棟改築工事設計委託を実施しました。
・蓮田市舗装維持管理計画に基づく2路線（市道21号線、市道1703号線）の舗装修繕工
事を行いました。
・東北自動車道を跨ぐ4橋の橋りょう点検を行いました。（宿浦橋、椿山橋、御林橋、桜ケ
丘橋）
・橋りょう点検において健全度Ⅲと判定された八幡橋架け替え予備設計業務委託を発
注し、地元に事業概要説明会を行いました。

令
和
４
年
度
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３　健全で効果的な行政運営

（２）電子自治体の推進

№ 所管課 電算課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

電子申請の利
用実績　529件
（外部利用）

電子申請の利
用実績　815件
（外部利用）

電子申請の利
用実績　1,947件

（外部利用）

電子申請の利
用実績　1,980件

（外部利用）

電子申請の利
用実績　5,651件

（外部利用）

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

23 実施
項目 電子申請の共同利用

実施内容
実施スケジュール

手続き可能な項目の拡大

制度のＰＲ等、利用の促進

実施内容詳細
・電子申請の利用促進のため、広報はすだにお知らせ記事を掲載します。
・イベントの受付や市民向けアンケート等の利用実績を庁内周知し、利用拡大を図りま
す。

内　容
　インターネットを通じて、市の窓口で行っている申請や届出の一部を利用することがで
きるシステムを県内複数の自治体が共同で運営している。システムの市民への周知や
手続きできる項目の拡大等、利便性の向上を図る。

効　果
　インターネットを利用してパソコンやスマートフォン等で申請や届出ができるようにな
り、市民サービスの利便性の向上につながる。

目標（数値等) 　令和4年度　利用件数　1,000件

・電子申請の利用促進のため、広報はすだにお知らせ記事を毎月掲載しました。
・新型コロナウイルス感染症関連や、講座・イベントの受付などの手続きに活用しまし
た。
・令和4年度の利用実績は外部利用5,651件（令和3年度1,980件）、庁内利用741件（令
和3年度1,110件）でした。令和4年度は、新型コロナウイルスのワクチン接種券発行申
請等を電子申請の対象としたため、外部利用が大幅に増加しました。

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

実　　　　　績

実施・分析

実施・分析
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３　健全で効果的な行政運営

（２）電子自治体の推進

№ 所管課
政策調整課
関係各課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

マイナンバー
カードの普及率

13.9％

マイナンバー
カードの普及率

16.2％

マイナンバー
カードの普及率

27.9％

マイナンバー
カードの普及率

41.1％

マイナンバー
カードの普及率

65.7％

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

24 実施
項目 自治体ポイント制度の導入検討

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容
　総務省が推進している自治体ポイント制度（マイナンバーカードの普及とクレジット
カード等の使われていないポイントを有効活用して経済の活性化を目指す制度）の導
入に向けて検討する。

効　果 　マイナンバーカードの普及促進及び、経済の活性化が図られる。

目標（数値等) 　自治体ポイント制度の導入

実施内容
実施スケジュール

自治体ポイント制度の導入検
討

実施内容詳細

・マイナポイント手続きを週休日に蓮田駅西口行政センターにおいても支援することで
市民サービスの向上を図ります。平日は市役所市民ホールに特設ブースを設け、事前
予約なしで人材派遣業務委託により手続きの支援を行います。
・マイナポイント事業については、国のマイナポイント事業費補助金を活用していきます
（補助率10/10）。

実　　　　　績

・マイナポイント事業について、ポイント取得の条件や申し込み期限の延長等を広報や
HPにて周知を図り、市民ホールや駅西口行政センターに特設ブースを設け、人材派遣
業務委託により手続きの支援を行いました。令和4年度の受付件数は、相談件数5,122
件（市役所3,988件、駅西口行政センター1,134件）、受付件数10,626件（市役所8,979、
駅西口行政センター1,647件）でした。
・令和4年度末の蓮田市の人口に対するマイナンバーカードの交付枚数率は65.7％で
す。

調査・研究・検討

実施
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３　健全で効果的な行政運営

（３）入札・契約制度改革の推進

№ 所管課 契約検査課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

電子入札　219
件

電子入札　242
件

電子入札　218
件

電子入札　184
件

電子入札　222
件

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

25 実施
項目 適正な入札制度の推進

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容

　入札及び契約制度のさらなる公平性、透明性の向上を図るため、電子入札の活用を
はじめ、入札契約業務適正化審議会や工事請負指名業者選定委員会の対象案件の
拡大、入札結果の検証など、「蓮田市入札及び契約制度検討報告書」に基づいた改善
策を着実に実行する。

効　果
　入札の公平性、透明性及び競争性が確保され、適正な入札及び契約業務の執行が
図られる。

目標（数値等)
・電子入札の拡大
・指名委員会・適正化審議会案件数の拡大
・入札結果の検証案件数の拡大

実施内容
実施スケジュール

電子入札の活用

入札結果の検証

実施内容詳細
・入札及び契約制度の公平性、透明性を図るため、電子入札、紙入札、指名委員会・適
正化審議会の運営等を実施します。
・職員研修を継続的に実施し、入札及び契約制度の適正な執行を促します。

実　　　　　績

・令和4年度の電子入札222件、指名委員会の開催22 回（審議件数306件）、適正化審
議会の開催10 回（審議件数37件）を行いました。
・令和5・6年度の入札参加登録手続きを実施しました。
・物品・その他の業種について、令和5年度から電子入札に移行するための準備手続き
を行いました。
・長期継続契約に関する職員研修を開催し、30所属、30名が参加しました。
・令和5年度から使用する蓮田市契約管理システムを入札によりに選定し、更新後のシ
ステムについて職員研修を実施しました。全7回開催し、計76名が参加しました。

実施・検証

実施・検証
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３　健全で効果的な行政運営

（３）入札・契約制度改革の推進

№ 所管課 契約検査課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

総合評価方式に
よる入札　2件

総合評価方式に
よる入札　2件

総合評価方式に
よる入札　2件

プロポーザル方
式7件、単価契
約14件、総合評
価方式による入

札　0件

プロポーザル方
式6件、単価契
約18件、総合評
価方式による入

札　0件

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

26 実施
項目 多様な契約方式の導入

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容
　工事の特性を考慮しながら、価格だけでなく価格に加えて技術提案の優劣を総合的
に評価して落札者を決定する総合評価方式や、プロポーザル方式や単価契約など、多
様な契約方式を導入し、最適な契約方法の選択に努め、公共工事の品質確保を図る。

効　果
  工事等の内容によっては、価格だけでの競争ではその実効性を確保できないことが
あり、常に最適な契約方法を選択することで、工事等の品質を確保し、効率の良い契約
事務の執行につながる。

目標（数値等)
・総合評価方式は年間　2件の実施を目標　（平成29年度実績　年間1件）
・プロポーザル方式及び単価契約活用案件の拡大

実施内容
実施スケジュール

プロポーザル方式・総合評価
方式等の導入拡大

維持修繕工事等の単価契約
方式の活用

実施内容詳細

・工事の特性を考慮しながら多様な契約方式を導入します。蓮田市長期継続契約を締
結することができる契約を定める条例が令和4年4月1日に施行され、本年度からの運
用を行います。
・長期継続契約導入により契約等の効率化を図ります。

実　　　　　績

・長期継続契約の事前協議を行い、94件の提出がありました。承認60件、不承認27件
の事務処理をしました（3件取下、4件取消）。
・随意契約（プロポーザル方式）の承認を6件、単価契約は18件、総合評価方式による
入札は0件でした。

実施・分析

実施・分析
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３　健全で効果的な行政運営

（４）組織力の向上

№ 所管課 政策調整課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

- - - - -

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

27 実施
項目 組織機構の見直し

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容
　社会情勢の変化や事業等の進捗状況に対応した簡素で効率的な組織を目指し、組
織機構の見直しを適宜行う。

効　果
　新たな行政課題や多様化する市民ニーズなど、行政需要に柔軟に対応した組織機構
の見直しを図ることにより、きめ細やかな行政サービスの提供につながる。

目標（数値等) 　住民ニーズ、行政需要に対応した効率的な組織機構の構築

実施内容
実施スケジュール

市民に分かりやすく、効率的
な組織

駅西口再開発ビル内公益施
設の組織体制の構築

実施内容詳細
・各部・課とのヒアリングを実施し、市民ニーズや事業の進捗状況を勘案したスリムで効
率的な組織体制を構築するよう努めます。

実　　　　　績
・令和5年4月1日付けで、で総務部電算課にDX推進担当を新設し、生涯学習部文化ス
ポーツ課文化スポーツ担当を文化振興担当とスポーツ振興担当に分割しました。

研究・検討・見直しの実施

検討 開設準備 完了
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３　健全で効果的な行政運営

（４）組織力の向上

№ 所管課
政策調整課

秘書課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

H30.4.1時点
職員数　479人

R1.4.1時点
職員数　474人

R2.4.1時点
職員数　479人
(目標数480人)

R3.4.1時点
職員数 487人

（目標数495人）

R4.4.1時点
職員数 491人

（目標数495人）

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

28 実施
項目 定員適正化の推進

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容
　社会情勢の変化や多様化する市民ニーズに迅速に対応し、限られた職員数で最大
の行政効果が発揮できるよう、職員定員管理の適正化を推進する。

効　果
　厳しい財政状況の中、人件費の抑制が必要となるが、新たな行政需要等に対応した
定員適正化計画を策定し、計画に沿った適切な人員配置を行うことにより効率的な行
政運営が図られる。

目標（数値等) 　定員適正化計画に基づいた定員管理の実施

実施内容
実施スケジュール

定員適正化計画の推進

定員適正化の検証・検討

実施内容詳細

・引き続き、定員適正化計画に基づき、職員採用を実施するとともに、適正な人員配置
を行います。
・令和5年4月1日施行の定年延長制度を見据え、定員適正化計画の見直しを図りま
す。
・定員適正化計画に基づき、計画的な職員の採用を行います。また、現行の定員適正
化計画の検証を行うとともに、国の動向や市民ニーズに応じた今後の行政需要等を鑑
み、必要に応じて見直しを行います。

実　　　　　績

・定員適正化計画の目標数値495人に対して、令和4年4月1日時点の実績は491人であ
り、4人不足しました。
・条例改正により、令和5年2月に蓮田市定員適正化計画（第4次）の改定版を作定しま
した。計画中に定数外職員を定め、令和5年4月1日は計画人数に変更はなく、令和6年
4月1日と令和7年4月1日は500人とする計画としました。
・第四次定員適正化計画に基づき、令和4年5月に令和4年7月1日採用の職員採用試
験を実施しました。また、令和4年9月及び令和5年1月に令和5年4月1日採用の職員採
用試験を実施しました。

実施 実施

検証・検討 検証・検討

計画の検証・調査研究・次期計画策定 必要に応じ計画見直し
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３　健全で効果的な行政運営

（４）組織力の向上

№ 所管課
政策調整課

秘書課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

- - - － －

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

29 実施
項目 プロジェクト制等の活用

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容
　突発的な事業や時限的な事業に関し、プロジェクト制度の活用や組織内応援体制の
充実等業務の性質や行政需要等を考慮した柔軟な対応を推進する。

効　果
　国の制度改正等の突発的・時限的な事務や組織体系の枠を超えて実施する事業に
対しスピード感を持って効率的に実施することができる。

目標（数値等)
・プロジェクト制の効果的な活用
・組織内応援体制の充実

実施内容
実施スケジュール

プロジェクト制の有効活用

組織内応援体制の充実

実施内容詳細

・新型コロナウイルス感染症対応、台風水害対策、振り込め詐欺防止パトロール、選挙
事務にかかる業務等において、職員の応援体制を実施します。
・令和3年度から市制施行50周年記念事業プロジェクト・チームと住民税非課税世帯等
に対する臨時特別給付金プロジェクトチームが活動中です。
・状況や必要に応じたプロジェクト制等の有効的な活用を推進します。

実　　　　　績

・市制50周年記念事業について、市制施行50周年記念事業プロジェクト・チーム設置規
程に基づきプロジェクトチームメンバー20名で各事業を実施しました。
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金プロジェクトチームを設置し、住民税非
課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務を実施しました。
・新型コロナウイルス感染症対応、台風水害対策、振り込め詐欺防止パトロール、選挙
事務にかかる業務等において、職員の応援体制を実施しました。

検討・実施

検討・実施
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３　健全で効果的な行政運営

（４）組織力の向上

№ 所管課 秘書課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

- - - - -

内　容
　再任用職員、任期付職員、臨時・非常勤職員の計画的な運用を行う。また、定年延長
や会計年度任用職員制度など、国の動きを注視し、的確に対応する。

効　果
　経験や知識を生かし、即戦力となる再任用職員や、一時的な業務量の増加などに対
応する臨時職員、また、専門的な分野や特定の業務について対応する非常勤職員な
ど、多様な雇用形態の活用により、効率的な組織体制の構築が図られる。

目標（数値等) 　再任用職員、臨時・非常勤職員の適正な任用

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

30 実施
項目 多様な雇用形態による職員の任用

実施内容詳細
・再任用職員の次年度に向けた意向調査を行います。
・会計年度任用職員の適正な登録及び運用を実施します。
・令和5年4月1日施行の定年延長制度に向け、制度の検討を進めます。

実　　　　　績

実施内容
実施スケジュール

再任用職員の任用

臨時・非常勤職員の任用

会計年度任用職員の任用

・令和4年4月1日付で再任用職員を24人任用しました。
・会計年度任用職員の適正な登録及び運用を行い、令和4年度における任用者数は
457人でした。

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

実施

実施

調査・研究 実施
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３　健全で効果的な行政運営

（４）組織力の向上

№ 所管課 秘書課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

- - - - -

内　容
　評価者研修の充実や評価内容の検証等を図り、昇給・昇格に人事評価による能力、
実績を適正に反映させるとともに、計画的な能力開発や人材育成を推進する。

効　果
　職員の能力や業績を昇任や人事異動に反映させることにより、職員のモチベーション
の向上や、計画的な人材育成、組織の活性化が図られる。

目標（数値等) 　人事評価システムを実施する。

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

31 実施
項目 人事評価システムの推進

実施内容詳細
・目標管理、勤務評定、自己申告書制度を引き続き実施するとともに、評価結果を昇給
等に活用していくための人事評価制度の構築を進めます。

実　　　　　績

実施内容
実施スケジュール

目標管理の実施

自己申告書の活用

勤務評定の実施

・目標管理（業績評価）、勤務評定（能力評価）、自己申告書、それぞれの制度を計画通
りに実施しました。

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

実施

実施

実施

-35-



３　健全で効果的な行政運営

（５）民間活力の活用

№ 所管課

政策調整課
自治振興課
長寿支援課

保育課
文化スポーツ課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

指定管理制度
4件

指定管理制度
4件

指定管理制度
5件

指定管理制度
5件

指定管理制度
4件

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

32
実施
項目 指定管理者制度の適正な活用

実施内容
実施スケジュール

勤労青少年ホームへの導入
検討

コミュニティセンターの指定管
理

老人福祉センターの指定管
理

自転車駐車場の指定管理

文化会館・市民体育館・有料
公園施設等の導入検討

【新たな導入の検討】

【モニタリング実施による適正管理】

環境学習館の指定管理

内　容
　民間活力を活用し、施設の管理・運営の効率化とサービスの向上を図る。また、施設
の適切かつ安定的な運営を確保するため、施設運営の確認・検証を行い、指定管理者
制度の適正な活用を推進する。

効　果
　民間がもっている資金、人材、知識、情報、ネットワーク等の資源を活用することで、
市民ニーズに応じた更なる行政サービスの向上が期待される。また、現在施設管理を
行っている職員を他の業務に充てられることから、行政運営の充実が図られる。

目標（数値等) 　指定管理者制度の適正な活用

学童保育所の指定管理

実績（財政効果等）

実施・分析

検討・準備

実施・分析

検討・準備

調査・研究

実施・分析

検討・準備
実施

調査・研究 検討 準備 実施

実施

検討

検討・準備
実施・分析

検討・準備

調査・研究

実施・分析

検討・準備
調査・研究
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実施内容詳細

・指定管理者制度を導入しているコミュニティセンター、自転車駐車場は、モニタリング
等により、施設運営の確認及び検証を行い、適正な管理運営を図ります。
・環境学習館は、新たな施設が開館したのち、指定管理者制度の導入について検討し
ます。
・勤労青少年ホームは、用途変更の可能性も踏まえた上で、指定管理者制度の導入に
ついて、引き続き調査・研究を行います。
・サービスの向上を図るため、コミュニティセンター及び自転車駐車場において、利用者
アンケートを実施します。
・老人福祉センターは、指定管理者と情報共有に努め、利用者の安全配慮・利便性向
上に繋がるよう適正な管理を行います。今年度で5年間の指定期間が終了となるため、
来年度からの指定管理者を募集し、業者選定を行っていきます。
・総合市民体育館及び総合文化会館は、総合市民体育館の大規模改修工事等が控え
ているため、当面は現在の運営方法とし、令和8年度リニューアルオープンの際に合わ
せて、両施設の指定管理制度を導入できるよう検討を進めます。
・学童保育所の指定管理は、今年度で3年間の指定期間が終了となることから、来年度
からの指定管理者を募集し、業者選定を行っていきます。

実　　　　　績

・指定管理制度を導入しているコミュニティセンター、自転車駐車場の指定管理につい
て、定期的に打ち合わせを実施し、モニタリング等により適正な管理を行いました。
・サービスの向上を図るため、コミュニティセンター、自転車駐車場において、利用者ア
ンケートを実施しました。
・勤労青少年ホームについて、導入した場合の経費について調査・研究を行い、導入に
ついては、他の自治体の状況も参考にすべきと判断しました。
・老人福祉センターについて、令和5年4月から5年間の運営を委託する指定管理者を決
定しました。毎月調整会議を行い、情報共有に努め、モニタリング調査やアンケート調
査を行い、適正な管理運営を行いました。
・総合文化会館について、運営状況の確認をするため、総合文化会館運営協議会を開
催しました。総合市民体育館については工事工程表を作成し、リニューアルオープンの
タイミングを確認しました。
・学童保育所の指定管理は、8月から指定管理者の募集を実施、10月に選定委員会を
開催し、12月議会定例会において指定管理者の指定について議決を経ました。令和5
年3月に、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間の運営管理について、指
定管理者と学童保育所の管理に関する協定を締結しました。

令
和
４
年
度
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３　健全で効果的な行政運営

（５）民間活力の活用

№ 所管課
政策調整課
関係各課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

- - - - -

第七次行政改革実施項目　進行管理表

基本方針：

推進項目：

33 実施
項目 民間委託の検討

令
和
４
年
度

実績（財政効果等）

内　容
　市の業務について、利用者の安心や信頼の確保を図りつつ、民間活力を導入した場
合の効果等を検証し、民間委託について検討を行う。

効　果
　民間のノウハウを活用した効率的な行政運営を行うことで、市民サービスの向上と財
政負担の軽減が図られる。

目標（数値等) 　効果的な民間委託事業の導入

実施内容
実施スケジュール

新たな民間委託事業の検討

実施内容詳細

・委託化できる業務について、他市の先進事例を参考に研究・検討をします。
・民間事業者による水泳補助指導を黒浜中学校に続いて蓮田南中学校についても委
託します。
・令和3年度に続き、新型コロナウイルスワクチン接種事業の集団接種及びコールセン
ターにおける問い合わせ対応など民間委託により実施します。
・新たな民間委託事業の導入について、国や県の動向を注視し、先進事例や近隣市の
状況など、その効果等を検証しながら検討します。
・地域包括支援センター3か所の内、2か所を民間委託とし、効果的効率的な運営を目
指します。

実　　　　　績

・黒浜中学校と蓮田南中学校にて、民間事業者による水泳補助指導などを委託しまし
た。
・新型コロナウイルスワクチン接種事業の集団接種について、ワクチン接種やコールセ
ンターにおける問い合わせ対応など民間委託により実施しました。
・3か所設置の地域包括支援センターの内、蓮田地域包括支援センター、閏戸・平野地
域包括支援センターの運営を社会福祉法人に委託し、効率的・効果的な運営ができま
した。

調査・研究・検討

実施
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